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総
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（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

十
六
年
広
島
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

（
食
事
の
提
供
に
関
す
る
特
例
） 

第
二
条 

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
と
す
る
。 

一 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
責
任
に
お
い
て
園
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
が
行
わ
れ
、
当
該
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
食
事
の
提
供
の
責
任
者
に
よ
り
、
衛
生
、
栄
養
等
の
面
で
業
務
上
必
要
な
注

意
が
払
わ
れ
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
と
当
該
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
外
で
調
理
し
、
搬
入
す
る
者
と
の
役
割
の
分
担
、
経
費
の
負
担
区
分
等
が
契
約

等
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
施
設
、
保
健
所
、
市
町
に
配
置
さ
れ
て
い
る
栄
養
士
に
よ
り

献
立
に
つ
い
て
栄
養
の
観
点
か
ら
の
指
導
が
受
け
ら
れ
る
体
制
に
あ
る
な
ど
、
栄
養
士
に
よ
る
必
要
な

配
慮
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
内
に
お
け
る
調
理
を
業
務
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
を

受
託
す
る
者
が
、
望
ま
し
い
食
習
慣
の
定
着
、
食
を
通
じ
た
豊
か
な
人
間
性
の
育
成
等
の
認
定
こ
ど
も

園
に
お
け
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分
に
理
解
し
、
衛
生
、
栄
養
等
の
面
に
お
い
て
、
調
理
業
務
を
適
切
に

遂
行
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

四 

園
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
並
び
に
健
康
状
態
に
応
じ
た
食
事
の
提
供
、
ア
レ
ル
ギ
ー
等
へ
の
配

慮
、
必
要
な
栄
養
素
の
量
を
満
た
す
食
事
の
提
供
な
ど
、
園
児
に
対
し
、
内
容
、
回
数
及
び
時
機
が
適

切
な
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

五 

食
を
通
じ
た
園
児
の
健
全
育
成
を
図
る
観
点
か
ら
、
園
児
の
発
育
及
び
発
達
の
過
程
に
応
じ
て
食
に

関
し
配
慮
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
食
育
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
き
食
事
を
提
供

す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

（
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
） 

第
三
条 

条
例
第
二
十
四
条
の
子
育
て
支
援
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
さ
れ
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。 

一 
保
護
者
が
子
育
て
を
自
ら
実
践
す
る
力
の
向
上
を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
。 

二 
保
護
者
の
要
請
に
応
じ
、
教
育
及
び
保
育
を
適
切
に
提
供
す
る
こ
と
。 

三 

地
域
の
人
材
や
社
会
資
源
の
活
用
を
図
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


